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Ⅰ はじめに

ジェームス・ハリントン（James Harrington，

1611-1677）は，1656 年に主著『オシアナ共和

国』（以下，『オシアナ』と略記）を公刊してか

ら 1660 年の王政復古までの時期に，それを解

説・敷衍する文書を精力的に執筆した。その期

間は，一方では，ハリントン主義者と呼ばれる

ハリントンの思想的実践者を自任する人々が多

数出現する時期であり，他方では，ハリントン

の共和国論に批判的な人々との論争の時期でも

あった。

上記の論争のテーマは複数存在したが，その

中心には，自然的貴族とハリントン自身が呼ぶ

指導者層を中核に持つ共同体構想に関する議論

が位置していた。しかしながらこれらの論争

は，ハリントンの同時代人のものであれ，後代

の研究者のものであれ，それが社
・

会
・

構
・

想
・

を意味

するとの認識が希薄なまま，不適切な形で行わ

れてきたと言えるであろう
1)
。

その不適切な扱いは，次のような二つの傾向

を持っていた。第一は，ハリントンの共同体構

想を，狭義の政治論，つまり（世俗の）統治機

構に関する構想と同一視して，その分析を行う

研究傾向である。その種の研究は，ハリントン

の共同体構想において，従来の指導者層に比べ

てハリントンの自然的貴族たる政治エリート

が，（従来の政治の担い手よりも）下層の人々を

含む点に批判的あるいは肯定的に言及する。つ

まり統治機構の担い手の多寡に議論を集中させ

る解釈である。具体的には，ハリントンの共同

体論において重要な位置を占める二院制構想─

智者が集う元老院と民衆が集う民会の議員資格

の内容や，両院の権限分担関係の是非など─の

みに議論を集中させる。
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１）ハリントンの自然的貴族論の含意については，竹

澤（2011）を参照。



第二の研究傾向は，共同体構想を広義の政治

論とみなして，その一部に宗教関連の議論を含

めて解釈するものである。この場合，政治と宗

教の関係は，後者を前者の一部として，すなわ

ち統治機構論の一部として教会体制や宗教政策

を把握するので，それ自体が独自の重要性を持

つ論点として認識され難い。そういう意味で

は，（儀式重視という意味での）「市民宗教 civil

religion」という形容もまた，この研究傾向が持

つのと同様の弊害から完全に自由ではないと言

える
2)
。

それでは，ハリントンの共同体構想を社会構

想として分析する本稿の議論がなぜ必要なので

あろうか。まず強調すべきは，ここで言うとこ

ろの「社会」が，狭義の政治論にも還元されな

ければ，また広義の政治論にも吸収されない独

自の領域，換言すれば，道徳哲学とも呼びうる

領域を含有する，ある種の社会規範論の性格を

持つという点である。それを 17 世紀イングラ

ンドで具体的に考えればどうなるのか。それ

は，人間の紐帯を支え，かつ，人間の支配・被

支配関係を拘束するという意味での宗教の領域

をも含む。そして（この点が第二の研究動向と

の大きな違いであるが）ここでいう宗教とは，

教会体制や宗教政策だけでなく，個々人の信仰

の問題＝服従問題をも扱う議論であることは言

うまでもないだろう。つまり人々を自主的に服

従し，服従させる社会的原理とそれを支える制

度や規範の問題に焦点を当ててハリントンの共

同体構想を分析・把握することを試みるのが，

本稿で言うところの，社会構想として彼の共同

体論を見る視角である。

ハリントンの議論を社会構想として認識する

本稿の立場は，ハリントンを含む 17 世紀の政

論家を論ずる際の議論の枠組みとして，その曖

昧さを批判的に扱われつつある「エラストス主

義 erastianism」の視角の多義性を前提に，ハリ

ントンの議論を分析することをも意味する
3)
。

エラストス主義とは，スイスの神学者トマス・

エラストス（Thomas Erastus，1524-1583）の

名に由来し，狭義には，破門を中核とする宗教

的規律の決定権は教会の独占物ではない（国家

も関与する）との彼自身の主張に由来
4)
するが，

英国においては，内乱の過程で，次第に，政治

による宗教の制御もしくは飼い馴らしの主張，

という多義的で一般的な概念として流通するよ

うになる
5)
。すなわち本稿は，この「エラストス
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２）しかしながら，例えば，Nederman（2013）や

Beiner（2011）などが試みるように，儀式重視を超

えた「市民宗教」の，分析概念としての積極的意義

についての議論が近年行われている。この議論の行

方を注視しつつ，ここでは「市民宗教」に関する古

典的なイメージをハリントン研究に投影する弊害を

指摘したい。

儀式重視を超える「市民宗教」の積極的意味に着

目しつつハリントンを分析するのは，ゴールディで

ある。彼は，本稿とは異なり，主として『オシアナ』

を素材に，宗教改革の課題である「政治的能力・体

制論 Civilityと信仰・教会論 Piety」の関係づけを正

面から受け止めた思想家としてハリントンを解釈す

る（Goldie (1987), p. 199）。本稿では議論できない

ものの，この二項の関係付けの消失過程が，英国に

おける近代化・文明化と呼ぶことができるのではな

いかと考えられる。この課題に関連する重要な考察

として，木村（2010）を参照。

３）ハリントンや同時代共和主義者の議論の分析を含

まないものの，本稿と同様の問題関心から，英国の

内乱に至る 1625-1640 年の思潮を丹念に分析するの

は，Prior（2012）である。現在，プライオアはこの

有益な視角を，内乱期の分析まで適用しつつある

（Prior（2013a），Prior（2013b），Prior（2013c）な

ど）。

４）Figgis (1914), pp. 293-294. 但しフィッギスは，エ

ラストスの主張の核心が「国家を讃えて教会を［そ

れに］隷属させること」にはなく，「犯罪 crime」と

「宗教的な罪 sin」を明確に区別しつつそれぞれの

判断権者を分別することによる，「臣民の自由の確

保」にあったと強調する（ibid., pp. 334-335, Gun-

noe Jr. (2013), p. 48）。

５）Collins (2005), p. 171.



主義」の多義性をメリットとして把握し，それ

が依拠する，教会と国家の関係付けに関する比

較考察論 ecclesiologyというジャンルの中で，

ハリントンの議論の特徴を析出しようと試み

る
6)
。

エラストス主義的議論における，ハリントン

による教会と国家の関係付けの持つ特徴は，両

者をそれぞれの組織原理によって把握した上で

国家による教会の支配を説く，フーゴ・グロティ

ウス（Hugo Grotius，1583-1645）やトマス・ボッ

ブズ（Thomas Hobbes，1588-1679）のような，

聖俗二元論を前提とする世俗中心主義とは異な

り，教会と国家を貫く単一の組織原理を説きつ

つ，それが究極的には土地所有状況によって決

せられるべきとの主張にある。すなわちハリン

トンの議論は，同一の組織原理に基づく聖俗一

元論的把握と，当該の組織原理が土地所有状況

によって規定されるという主張なのである。

このハリントンの主張を同時代の文脈におい

てより具体的に換言すれば次のような含意を持

つ。すなわちハリントンは，同時代の主教制支

持者と対立しつつ，公職一般の任命の問題とし

て聖職叙任を議論し，聖俗一元化を妨げる「聖

職者の作りごと priestcraft」（372）を摘出する

ことによって，17 世紀イングランド史ならびに

共和主義思想史研究の碩学ブレア・ウォーデン

が表現するように「最高の宗教的行為としての

政治」を（再び）確立しようと試みているので

あり，この点で，この彼の姿勢を世俗的と呼ぶ

ためにはかなりの留保を伴わざるを得ないので

ある
7)
。

そこで本稿は，ハリントンの共同体構想が社

会構想である点に着目する観点から，彼の反聖

職者論 anticlericalism を分析し，その社会論や

歴史論の独自性を析出しようと試みる。とりわ

けハリントンの議論において，政治と宗教とを

一元的に把握する原理的認識とはどのようなも

のなのか，そして，それがいかなる社会構想と

して提示されているのかに注目する。具体的な

素材は，ハリントンの第二の主著とされてきた

『民衆的統治の優位性 The Prerogative of

Popular Government（1658）』の，第二分冊（以

下，『優位性』と略記）である。この著作は，『オ

シアナ』と関連付けて部分的・付随的に分析さ

れる傾向にあり，それ自体を単独の対象として

詳細に分析されることは，管見の限り，ほぼな

されてこなかった。したがってやや詳しく議論

を紹介しつつ分析を進めたい。

議論は以下のように行う。まず簡単に，『優

位性』が出版される歴史的・思想史的文脈を明

らかにしつつ，ハリントンの議論の諸前提を明

確化する。次に，『優位性』を分析しつつ，聖俗

一元化論としての特徴を析出する。そして最後

に，この一元化論に基づきつつ，現在の平準化
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６）Prior（2013c）も同様の視角から，ハリントンの同

時代人である三者，すなわちピエーレ・ドゥモーリ

ン（Pierre duMoulin，1568-1658），トマス・コベッ

ト（Thomas Cobbet，1608-1685），ジョン・ミルト

ン（JohnMilton，1608-1674）を素材に，彼らの議論

を分析している。なおハリントンとの論争の観点か

らミルトンの共和政論を分析したものとして，竹澤

（2014a-c）を参照。

７）Worden（1991）, p. 472,Worden（1994）, p. 84, 竹澤

（2001）。ウォーデンの共和主義思想研究の特徴と

意義については，竹澤（2002），第Ⅲ章を参照。

同様の位置づけを保持しつつ分析を進める

Somos（2013）は，世俗的価値を追求すべき価値理

念とする世俗主義 secularism と，（意図せざる結果

として）世俗化を推し進める働きを結果的に持つ姿

勢 secularization とを明確に区別しつつ，ハリント

ンの議論を後者に位置付ける。この大変興味深く，

また問題提起的な解釈については，さらなる議論に

よるその是非の検証の必要性が，Borot（2014）によっ

て主張されている（ibid., p. 164）。

またエラストス主義の典型的思想家としてしばし

ば言及されるグロティウスの聖職叙任論が，ハリン

トンのそれとは対照的に，政治による宗教の制御と

いう表現にふさわしい事例である点も簡潔に後述す

る。



した土地所有状況の下では，民衆が意思決定者

として重要性を持ち，そのことによって共和政

の確立が正当化されるとハリントンが考えてい

たことを示したい。

Ⅱ 著作の背景

１ 執筆目的と特徴

まず簡潔に，『優位性』が刊行された経緯と背

景に触れておきたい。事の始まりは，1656 年に

刊行された『オシアナ』であるが，それに対す

る反響への応答が，『優位性』を著すに至らしめ

た重要な要因とハリントン自身によって明言さ

れる。

『優位性』は二分冊から構成されているが，ハ

リントンは，第一分冊の目的を次のように説明

している。すなわち，「『オシアナ』に対する反

論の名の下に示されてきた過ちや中傷」が持つ

不適切さを明らかにするために，「『オシアナ』

の第一序文を，拡充し，わかりやすく解説し，

そして擁護するため」の議論が行われる
8)
。

そして第二分冊の目的は，『オシアナ』への反

響の中でハリントン自身がとりわけ反応すべき

と判断した特定の人物（第一分冊でも頻繁に言

及される），すなわち，「H・ハモンド博士や L・

シーマン博士，および彼らが依拠する著作者た

ち」への反論であり，その焦点は，「叙任

ord ination」に関する議論に置かれている

（389）。すなわち自説の擁護に当たって，ハモ

ンドとシーマンなる人物が示した叙任理解への

異論の提示が非常に重要とハリントンが考えて

いることがわかる。

このように，第一分冊で行われる「統治の諸

原理」（161）の議論と，第二分冊で行われる「叙

任に関する政治的議論」（499）は，一体不可分

のものとして，一冊の著作の形で世に問われる。

しかも，書物としての外形的な一体性だけでな

く，この著作を一体的に論述する内在的理由を

予告する文章が，同じ表紙に示されている。そ

れによれば，

いずれの分冊も，モーセによる設立時と，

そして［バビロン］捕囚以降に形成される

に至った時点の双方の時期における，ヘブ

ライ共和国もしくはイスラエル共和国に関

する全体的著述，つまりは，その共和国の

元老院，民会，行政部に関する議論と，『使

徒行伝』に描かれている時代にキリストの

教会へ導入された［それまでとは］異なっ

た諸政策に関する議論とを含んでいる

（389）。

つまり歴史的画期とその前後の聖俗の統治体制

の変化を明示しつつ，新旧の双方の聖書的記述

を事例としながら，政治と宗教を一元的に把握

すべき統一的原理を示す議論が，ハリントンの

『優位性』であった。

２ 二人の神学博士：ハモンドとシーマン

『優位性』の第一分冊と第二分冊という二つ

の反論をつなぐ重要性を持たされている二人の

博士であるハモンドとシーマンとは誰なのであ

ろうか。

スコットランド出身の聖職者で後のサリズベ

リ主教ギルバート・バーネット（Gilbert Bur-

net，1643-1715）によれば，ヘンリ・ハモンド

（Henry Hammond，1605-1660）は，「偉大な学

識と優れた［人間的］魅力を持つ人物」であり，

「あの困難な時代［内乱期と共和政期］に並は

ずれて優れた方法で国教会の理念を擁護」し，

かつ，理論的一貫性を持ちつつも「非常に温和

な」性格から様々な対立を調停する姿勢を有し

ていた。そして聖職者による各種の不適切な行

為や慣行を糺すことにも尽力した人物とも評さ

れている
9)
。すなわち国教会主義を理論的に確

立した人物として，後代から高く評価される人
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８）James Harrington, The Prerogative of Popular

Government (London, 1658), in Works, p. 389. 以

下，本文中にページ数のみを記載。



物がハモンドであった
10)
。他方でラザルス・

シーマン（Lazarus Seaman，d. 1675）は，ウェ

ストミンスター会議（Westminster Assembly

of Divines，1643-1653）において長老主義を代

表する参加者の一人で，叙任を含む重要事項の

審議に密接に関わった聖職者である
11)
。

宗教改革を推し進める立場に立つならば，確

かに，国教会主義のハモンドと長老主義のシー

マンを一括して批判することには一定の妥当性

があるだろう。しかしながらハリントンが両者

を一括する理由としては，むしろ次の二つの共

通性が考えられる。第一に，内乱の渦中で両者

は共に，主教制の是非について国王チャールズ

一世に進言する立場にあり，ハリントンから見

ると，主教的権力の必要性と聖職叙任の秘儀性

とを強調する議論を行う神学者として，（ハリ

ントン自身の表現によれば）「聖職者による作

りごと priestcraft」（372）を信じ込ませてチャー

ルズを死に追いやった張本人たちである
12)
。

そしてその観点に立つならば，聖職者主義

jure divino と呼ばれる彼ら共通の原理的認識

に対するハリントンの違和感が第二の理由であ

ろう。聖職者主義とは，基本的に，聖職者に固

有の権能が「神の掟により」定められており，

聖職者以外のものがその権能の是非やその剥

奪・付与について議論すべきではないという考

え方である
13)
。つまり，簡潔に言えば，聖職者

の自律性・独立性の主張である。これは，聖書

解釈などの教
ヽ

え
ヽ

る
ヽ

権
ヽ

限
ヽ

が聖職者に固有という認

識に基づくので，原理的には取り立てて問題の

ある考え方ではない。しかしながら政治的・宗

教的動乱期においては，「神の掟」の名のもとに，

この教える権限の範囲を超えて，本来の固有の

権能とは思われない政治論・社会論において自

らの政治的主張を正当化する，越権的言説とし

て機能していたのが実態であった。すなわちそ

れは，宗教の論理から発する政治・社会論の根

拠となっていたのである。そしてハモンドは国

教会主義の視点から，そして，シーマンは長老

派的な観点から，聖職者中心主義，具体的には，

彼らの理解する叙任解釈を唱えたのである。

ところが現実のハリントンの議論を詳細に見
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９）Burnet (1724), p. 177. ハモンドに関する邦語文

献は，管見の限り，ほぼ皆無であるが，ウィリアム・

テンプル（William Temple，1629-1699）との家系的

伝統の観点からハモンドに着目する岸本（2010）が

あり，その議論は，Fell（1661）と Packer（1969）

に依拠している。

10）Packer (1969), McAdoo (1965), ch. 9.

11）‘Seaman, Lazarus (d. 1675)¬, in ODNB.

Ha（2011）によれば，シーマンは，私的礼拝に対

して公的な礼拝施設としての教会の重要性を強調

し，その際に叙任が聖職者固有の権能であることを

主張したとされる（ibid., pp. 98-100, 105）。

12）ハリントンに関する各種の伝記的記述（D ick

（1949）, Toland（1700）, p. xvii, Pocock（1977）, p. 4

など）が伝えるところによれば，内乱の渦中で，ハ

リントンとチャールズは個人的な信頼関係を基に各

種の議論をする関係になっていたが，前者が共和政

についての議論を試みることに対して後者は不快感

を示した。そして国王処刑後には，ハリントンは「憂

鬱melancholy」に悩まされるようになったものの，

この体験が体系的な共和政論である主著『オシアナ』

を執筆させる強い動機となったとされている。

13）聖職者主義を否定する姿勢は反聖職者主義と呼ば

れるが，それは，信仰を聖職者がかえって阻害して

いるという形の批判（有神論的議論との接合）だけ

でなく，信仰の無意味性を説く批判（無神論的議論

との接合）の形態をも採りうるとされている

（MacDonald (1973), ‘Anticlericalism ¬ in OER,

pp. 46-51）。本稿は，ハリントンのそれを前者の立

場に立つ議論，すなわち俗人による有神論的な反聖

職者主義と解する。

またHaigh（1987a）によれば，イングランドにお

ける反聖職者主義は，ヘンリ八世というよりはむし

ろエリザベス治下の宗教改革に関連し，しかもその

原因というよりはむしろ帰
・

結
・

として生じた思潮とさ

れている。この点から，ハリントンの宗教論の問題

関心もまた，エリザベス治下の政策と密接に関係を

持つことが推測できる。



てみると，大変興味深いことに，ハモンドとシー

マンの議論への言及と反論は，圧倒的に前者に

向けられていることがわかる。この点に関する

ハリントンの内在的な理由は不明であるが，自

らと同様の現状認識を持つホッブズがハモンド

と叙任に関する論争をすでに展開していた経緯

が大きく関係すると考えられる。すなわちハモ

ンドは，ハリントンが反駁するより前に，ホッ

ブズを主たる標的として自説を展開している。

そしてその背景には，1643年に主教制が廃止さ

れたイングランドにおいて，国教会の取り扱い

や教会統治体制をめぐる論争が，叙任を具体的

な論点としつつ，継続していたことも背景的原

因として挙げることができるであろう
14)
。ハモ

ンドにとってホッブズへの反論の必要性を強く

感じさせたのは，その著『リヴァイアサン』第

42章「教会権力について」での叙任解釈であっ

た。

３ 『リヴァイアサン』の衝撃とその按手礼論

ハモンドが問題視した『リヴァイアサン』の

議論について，本稿の主題との関係で，簡単に

振り返ってみたい。

まずホッブズは，第 42章の冒頭で，「教会権

力 power ecclesiasticall」を，福音を説教し，人々

をキリスト教へと改宗させ，さらに改宗した

人々を救済の道に指導する権力，すなわち「教

える権力」と定義し，その権力の非強制的側面

を強調する
15)
。したがって，その権力の担い手

は，

我々の学校教師 Schoolmasters であって指

揮者 Commanders ではなく，彼らの教え

precepts は法 Laws ではなく有
・

益
・

な
・

忠
・

告
・

wholesome Counsells に過ぎない
16)
。

つまりホッブズは，教会権力を，人々の任意な

決断を一定の方向に仕向ける示唆を与える力と

解し，この点で物理的な強制力を伴う「主権的

権力」との相違を強調するのである。

そして，このような教導的権力である「教会

権力」は，現職の聖職者の委任行為によって次

代の特定の人物に託される。この委任行為の儀

式が，ホッブズが理解する「叙任 ordination」，

すなわち「手を置く」行為であった。ホッブズ

によれば，

手を置くことは，キリストについて説教し，

かれの教義を教えることについての，かれ

ら［神によって直接選ばれた使徒たち］の

委任のしるしにほかならなかった。そし

て，手を置くという儀礼によって聖霊を与

えることは，モーセがした儀礼のひとつの

模倣であった
17)
。

つまりホッブズにとって「手を置くこと」は，

神秘的な行為ではなく，特定の人物に教える権

限を継承させる，「委任のしるし」としての単な

る儀式に過ぎなかった。

以上のような議論と同時に，ホッブズは，モー

セのような「聖霊を［直接的に］受けた使徒た

ち」と「説教と教化の職務における彼らの継承

者たち」とを明確に区別する
18)
。前者は，本質

的に，神から直接に選ばれた地上における神の

代行者と呼ぶことが可能な側面を持つのに対し

て，後者は，比
・

喩
・

的
・

にそのように呼ばれるに過

ぎない。つまり，神が直接統治を行う時代，す

なわち旧約聖書の時代における聖職者の役割

と，それ以降の時代，すなわち新約聖書の時代

の聖職者の役割とを峻別するのである。これ

は，使徒たちとその後の継承者たちを明確に区

別する発想であり，したがって両者を一体とみ

なしてその権威の継承を前提とする，国教会の

主張する「使徒伝承 apostolic succession」を明
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14）Greaves (1970).

15）Hobbes（1996）, p. 341 : 第三分冊，207頁。

16）ibid. : 第三分冊，207頁。なお強調は引用者によ

る。

17）ibid., p. 339 : 第三分冊，202-203頁。

18）ibid. : 第三分冊，203-204頁。



示的に否定するものであった
19)
。

しかも後者，すなわち，新約聖書で記述され

る，「説教と教化の職務における」「後継者たち」

は，会衆によって選出された者に過ぎないとい

う点をホッブズは強調するのである。すなわ

ち，

マッテア，パウロ，バルナバという使徒た

ちが，われわれの救世主自身によって任命

されず，教会によって，すなわちキリスト

教徒の合議体によって，［それぞれの］教会

によって任命されたように，ほかの諸都市

における長老と牧者もまた，それらの都市

の教会によって選ばれた。……それ［『使

徒行伝』第 14章第 23節の記述］は一見す

ると，かれら［長老や牧者］が自分たちで

その人々［彼らの後継者］を選び，彼らの

権威を与えることの，論拠と解されるかも

しれない。しかし，もしわれわれが原文を

考察するならば，その人々が，各都市のキ

リスト教徒の合議体によって，権威づけら

れ，えらばれたことは，明らかであろう。

なぜならその言葉は，……「かれらが各集

会における挙手によって，人々のために長

老を叙任したとき」なのだからである。そ

れらの全ての都市において，為政者と役人

を選ぶやり方は，投票の多数性によるもの

であったこと，そして（賛成票を反対票か

ら区別する普通の方法は，挙手によるもの

であったのだから），それらの都市のどれ

においても，役人の叙任とは，投票の多数

性によって彼を選ぶために，人民を集める

ことに他ならなかった。……したがって，

合議体が彼ら自身の長老を選んだのであっ

て，使徒たちは，そういう選挙のために彼

らを呼び集め，選ばれたものを彼らに布告

し，その人々に，いまでは聖別と呼ばれて

いる祝福を授けるための，合
・

議
・

体
・

の
・

司
・

会
・

者
・

presidents of the assembly に過ぎなかっ

た
20)
。

つまりホッブズは，「手を置くこと」を意味する

按手礼を，挙手による多数決と解すべきこと，

使徒の継承者を選挙で選出する方法であるこ

と，そして使徒もまた選挙を取り仕切る「合議

体の司会者」としてのみ理解されるべきことを

強調するのである。

以上の『リヴァイアサン』の議論とは対照的

に，ホッブズは，その初期の著作である『市民

について De Cive』（1651 年）の，例えば第 17

章第 28節においては，政治と宗教の関係に関

する議論を，聖職者にも受け入れ可能なレベル，

すなわち，聖職者を誰が選抜するのかについて

は明示的に言及しないまま，聖職者の一義的な

聖書解釈権とその継承を認
・

め
・

る
・

か
・

の
・

よ
・

う
・

な
・

姿
・

勢
・

を示していた
21)
。すなわち，

私たちの救世主〔キリスト〕は，（救済のた

めに必要不可欠な物事に関して）この不可

謬性を裁きの日までは「使徒たち Apos-

tles」に，ということはつまり，「使徒たち」

と，彼らが「手を置くこと」によって代々

続けて聖別すべき「牧者たち Pastors」と

に，約束された。それゆえ，国家 Com -

monwealthの主権的権力を持つ者は，キリ

スト教徒であるかぎり，信仰の玄義につい

て問題になっていることがある場合には，

正式に叙任された「聖職者たち Ecclesias-

tics」をつうじて聖書を解釈するよう拘束
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19）Haddan（1870）, p. 1. もちろん国教会主義者の中

にも「教義的伝承」との併用論を説く者や，両者を

明確に区別せずに「慣行 customs」の名のもとに国

教会の歴史的連続性を規程する者（ハモンドも基本

的にはこの立場）も存在するのであり，むしろ「使

徒伝承」や「教義的伝承」の一方のみに依拠する議

論の方が少数派である（Clavier (2007)）。

しかしながら「使徒伝承」が国教会主義にとって，

重要な理論的支柱の一つであることは事実である。

20）Hobbes（1996）, pp. 365-366 : 第三分冊，256-257

頁。なお強調は引用者による。



されている
22)
。

しかも『市民について』においてホッブズは，

『リヴァイアサン』とは異なり，旧約聖書と新

約聖書の各時代における聖職者の機能的相違を

明
・

示
・

的
・

に強調することもない。すなわち，ホッ

ブズによる明示的な言明を見る限り，それはの

ちに彼の論敵となるハモンドたち国教会の聖職

者の多くも共有するような，極めて「正統的・

伝統的 orthodox」な聖職に対する理解であ

る
23)
。

しかしながらこの聖職者たちにも受け入れ可

能な，初期の著作における穏健な見解を『リヴァ

イアサン』においては変更し，イスラエル共和

国とその後のキリスト教のあり方の峻別的解釈

（つまり旧約聖書と新約聖書の区別）を徹底す

ると共に，新約聖書の『使徒行伝』を中心とす

る聖書解釈を基に，按手礼を，「手を置くこと」，

「挙手による選挙」と主張し，そしてまた，そ

の主張を基に，長老を，会衆によって単なる選

挙で選出された当選者と理解しつつ，その秘儀

的側面が，〈作られたもの〉であることを強調し

た
24)
。つまりホッブズによって聖職者は，彼ら

自身が主張するような固有の権能に基づく自律

性・独立性を明
・

示
・

的
・

に
・

否
・

定
・

されることになった

のである。

４ ホッブズに対するハモンドの反論

前節で触れたように，『リヴァイアサン』にお

いて，聖職者の職務の特殊性と自律性を明示的

に否定するに至ったホッブズに対して，かつて

共に議論する機会を頻繁に持っていたグレイ

ト・テュー・サークル The Great Tew Circle

（1630 年代に開催）のメンバーたちも強い違和

感と嫌悪感とを様々な形で表明した。

この集まりは，ルシウス・ケリー（第二代

フォークランド伯）（Lucious Carry, c. 1610-

1643）の呼びかけで始まったもので，政治と宗

教の関係についての議論が頻繁に行われてい

た。この集まりについて，17 世紀英国の好古家

antiquarian として有名なジョン・オーブリー

（John Aubrey, 1626-1697）は，「あの平和な時

代の卓越した人々すべて」が参集した会合と評

している
25)
。また参加者の一人でもある法律家

エドワード・ハイド（初代クラレンドン伯）

（Edward Hyde, 1609-1674）は，「彼［ケリー］

の蔵書には彼ら［参加者］が望みうる全ての書

籍と，同席したいと願う人々だけとを見出すよ

うな，より快適な雰囲気 better air において」
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21）Tuck（1985）は，『市民について』の議論を，聖職

者の自律性を一定程度認める「国教会主義や［フラ

ンス的な国教主義である］ガリカニスムの擁護論」，

すなわち「主教制支持者たちがそれを容認しうる」

内容を持つものと誤解される可能性を持つと指摘

し，『リヴァイアサン』にはそのような余地がないこ

とを強調している（ibid., pp. 313-314）。

両著作における聖職者の扱いについて，実質的な

変更の有無，そしてその変更の程度については，

Nauta（2002）などが指摘するように解釈が分かれ

ている。この点については，両著作に関する反応を

記したホッブズの同時代人たちの書簡なども用いつ

つ，今後の精査が不可欠である。なお脚注 24なら

びに 33も参照せよ。

22）Hobbes（2013）, p. 233 : 409頁。なお訳語は適宜

改めた。

23）Tuck（1992b）, p. 113. タックは，ハモンド以外に

も聖職者・自然哲学者ロバート・ペイン（Robert

Payne, c. 1595-1651）からのホッブズに対する（初

期著作への賞賛から『リヴァイアサン』への批判と

いう）同様の反応にも言及している（ibid., pp. 111-

113）。

またポーコックは，特に初期の著作に見られる

ホッブズの姿勢は，18世紀に優勢になる「無神論的

な合理主義」とは全く異なる「信仰を前提とした懐

疑主義者 fideist-sceptical」の姿勢と評すべきと強調

している（Pocock (1972), p. 192）。

24）初期の著作と『リヴァイアサン』での聖職者論の

相違は，例えば，Tuck（1992a），（1992b），ややニュ

アンスの異なる説明は，Collins（2005）を参照。

25）Dick (1949), p. 56.



自らの知的好奇心を満たすことができる場所と

形容している
26)
。

そしてその参加者は，当代一流の神学者，文

学者，哲学者，法律家，大学人，そして政治家

などの様々な職業に従事するものからなってい

た
27)
。具体的には，（前述の）ハイド，神学者ウィ

リアム・チリン（グ）ワース（William Chil-

lingworth, 1602-1644）
28)
，劇作家ベン・ジョン

ソン（Ben Johnson, 1572-1637），神学者ギル

バート・シェルドン（Gilbert Sheldon, 1598-

1677），聖職者ジョージ・モーリー（George

Mor ley, 1598-1684），聖職者ジョン・アール

（John Earle, c. 1601-1665），政治家フランシ

ス・ウェンマン（Sir Francis Wenman, 1600-

1641），詩人ジョージ・サンズ（George Sandys,

1577-1644），法律家ジョン・セルデン（John

Selden, 1584-1645），そしてハモンドとホッブ

ズなどである。
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26）Hyde (1759), p. 43. なおハイドによる同じ文章を

引用しているはずの ODNB の‘Great Tew Cir-

cle’の記述（2014年５月５日閲覧）では，「より純

粋な雰囲気 purer air」となっている。

27）直接の参加者ではないものの，複数の参加者と密

接な関係がある人物として，聖職者のクレメント・

バークスデイル（Clement Barksdale，1609-1687）

が挙げられる。ODNBによれば，彼はグロティスの

著作の翻訳を通して，意識的に，「中庸で自由主義的

なmoderate, latitudinarian 国教会主義」の発展に多

大な寄与をし，その点で，フッカーやハモンドと同

様に，「より教条的でない」信者の増加を目的とする

著述家と評される。またバークスデイルにとってグ

ロティスは，「われわれのキリスト教の真理をユダ

ヤ教，イスラム教，異教から擁護」し，宗派間の争

いを調停する策に長け，そして「国家と教会組織の

仲介者」でもあった（Barksdale (1651), p. 7）。バー

クスデイルのグロティウスとの関係やその翻訳活動

の意義，そして彼のグレイト・チュー・サークルと

の関係は，Barducci (2010), esp., pp. 269ff. を参照。

28）ハリントンのオックスフォード大学トリニティ・

カレッジ在学時のチューターでもある（ ‘James

Harrington ¬ in ODNB ; Pocock (1977), p. 2 ; 淺沼

（2001），第一部）。

著者が前提とするブルジョア革命史観の当否を中

心に現在の研究状況からの再検討が必要であるもの

の，日本人による先駆的なチリン（グ）ワース研究

として，浜林（1984），第２章がある。浜林は，チリ

ン（グ）ワースの思想を，「ヒューマニズムの思想」

と概括し，「ローマ法王
マ マ

の絶対性とともに神の権威

の絶対性を否認し，人間の権威を高めることによっ

て信仰の個人主義化をはかり，しかもこれと同時に，

教会秩序を非本質的なものとすることによって，か

えってその統一を維持しようとするもの」と評する。

そしてこの思想は，「近代的な信仰の自由の思想へ

発展する萌芽をふくむ」ものの，「ピューリタン革命」

においては，「日和見主義」，「反革命」な役割を演じ

ることになり，「みずからの良心を守ったと信じて

いる個人が，歴史の歯車のなかではどういう役割を

はたさなければならないのかという教訓が，悲劇的

にしめされている」と結論付けている。（同上，76-

77，99頁）。

またMortimer（2010）によれば，チリン（グ）

ワースもグロティウスに注目している（ibid., p. 70）。

チリン（グ）ワースは，キリスト教徒であることの

有意性と，教会所属はキリスト教信仰に不可欠な要

素ではないという二つの自らの主張の例証として，

カトリック聖職者のクリストファ・ダヴェンポート

（Christopher Davenport，1598-1680，別名 Fran-

ciscus a Santa Clara もしくは Francis Coventry）に

よるグロティウスの De Veritate の英訳（Grotius

(1632), pp. 147-149）から長い引用を行っている

（Chillingworth (1638), p. 372）。

グロティスをめぐる当時の英国での複雑な受容の

され方が示すように，カトリックとプロテスタント

という宗教陣営（英国カトリシズムや英国国教会の

位置づけを含む）が，（後代に見られるような）明快

な二項対立として把握し難い錯綜状態にあることが

了解されるであろう。この重要で未開拓の問題と関

連させてハリントン家の伝統の一端を筆者は論じた

ことがある（「近世英国共和主義思想における人的

ネットワークについて─王朝交代とハリントン家の

関係を中心に─」，日本イギリス哲学会 関西部会，

キャンパスプラザ京都，2011 年 12 月）。今後，

2014-15 年度のフィンランドでの在外研究の成果を

組み込む形で，論文として発表する予定である。



このサークルでの最大公約数は，グロティウ

ス=セルデンの政治・宗教論と言われている。

具体的には，グロティウスが『戦争と平和の法』

第２巻第 45節第１項で示した四つの原則，す

なわち唯一神，神の非物質性，神による現世へ

の配慮，神による現世の創造という四つの枠組

み
29)
を共有し，政治による宗教の制御を理想と

する（広義の）エラストゥス主義，もしくは「グ

ロティウス教 The Grotian Religion」を信奉し

ていたと解されている
30)
。

そしてホッブズも『市民について』までは，

この四原則とエラストゥス主義に従う議論を基

本的には行っていると他のサークル・メンバー

から認識されていたが，前節で触れたように，

『リヴァイアサン』では聖職者固有の機能を明
・

示
・

的
・

に
・

否
・

定
・

したため，他のメンバーから批判さ

れるに至ったと解されている
31)
。例えばハモン

ドは，当時のイーリー主教マシュー・レン

（Matthew Wren, 1585-1667）
32)
への私的な手

紙の中で，『リヴァイアサン』を「［あらゆる種

類の］キリスト教的無神論のごった煮 a farra-

go of Christian Atheism」と呼んで批判してい

る
33)
。

そしてハモンドは，こうした私信での批判だ

けでなく，公的にもホッブズ批判を行う。それ

は，その著 A letter of resolution to six quaeres

of present use in the church of England（1652）

で示された六つの論点のうちの，「叙任のため
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29）Grotius (1738), pp. 442-443.

30）Trevor-Roper (1967), p. 200 ; McAdoo (1965), pp.

358ff.. グロティウス主義以外に共通する思想的傾

向は，リチャード・フッカー（Richard Hooker,

1554-1600）とエラスムスに対する賛美である。宗

教が争いの種となることを憂慮したエラスムスに彼

らが惹かれた理由は，彼ら自身がイングランド内部

の宗教をめぐる様々な軋轢を低減し「平安を希求」

する姿勢を持った点と関連すると解されている

（‘The Great Tew Circle¬ in ODNB）。

31）最も有名な批判は，ハイドのそれであろう。ハイ

ドは，『リヴァイアサン』の各章，あるいは同じテー

マを扱う複数の章を一括して，逐条的に考察する。

ハイドによる評価は，同書の第一部・第二部の政治

論に重点が置かれ，部分的には好意的な見解を含む

ものの，全体としては批判的な姿勢が強い。

本稿の議論に密接に関係する第 42章の検討には，

著作全体の１割強の頁数が割かれている（Hyde

(1676), pp. 246-277）。それによれば，ハイドはホッ

ブズの議論を，「敬虔さや信仰 religion に関しての

粗雑で手前勝手な考察」しか含まず，「聖書の価値を

貶め，［英国］国教会を無内容」とみなす見解に満ち

満ちていると批判している（ibid., p. 274）。総論と

してハイドは，叙任に限らず使徒伝承に重点が置か

れた上で国教会擁護論を展開している（ibid., pp.

272ff.）。

なお同時代のホッブズ批判の様相は，M intz

（1970），Parkin（2007）, esp., chs2-3を参照。

32）1657 年にハリントンと論争する同名のマシュー・

レン（MatthewWren, 1629-1672）の父。子レンは，

Considerations upon Mr' Harrington ¬ s Common-

wealth of Oceana（London, 1657）などにおいて，ホッ

ブズ流の君主政擁護論に依拠しつつハリントンの共

和政擁護論を批判する（この論争については，

Pocock（1977）, pp. 82ff. を参照）。ハリントン，ホッ

ブズ，そしてレン親子が密接にかかわる英国国教会

の三者の対立関係は，英国国教会自体が内乱の渦中

で，その外部との関係だけでなく，内部においても

信仰的性格と主張をめぐる論争を抱える時期である

ことを併せて考えると，単なる政体論の対立（共和

政か君主政か）というよりはむしろ，この時代の政

治と宗教の関係を考察する上で探求の余地の大きい

重要な研究課題であることがわかる。

33）この手紙は，1651 年 10月 14日付のものである

（Anon. (1850), p. 294）。しかしながら同年 10 月

21日付のハモンドからレンへの手紙の末尾では，

『市民について』に対しても類似の批判的な評価を

示している。すなわち「これまで解釈されてきた最

も醜悪な神性に関する理解を全て混ぜ合わせたよう

な，ごった煮で，三位一体や，天国や地獄［に関す

る正当な理解］を破壊し，教会統治における権威を，

作り話の秩序を支えるもの the kingdom of fairies

に准える」書物と批判している（ ibid., p. 295，

Packer (1969), p. 179）。この点につき，脚注 21 な

らびに 24も参照せよ。



の按手礼について Of Imposition of Hands for

Ordination」と呼ばれる第五の論点で展開され

ている
34)
。叙任とは，基本的には主教による下

級聖職者の任命権行使の具体的形態を意味

し
35)
，叙任と密接な関係を持つ聖職者の権能─

なかでも俗人説教の是非が中心論点─をめぐる

論争が，1644-1654年ごろを中心になされてい

る
36)
。ホッブズ研究者ジェフリ・コリンズによ

れば，同書におけるホッブズ批判は，ハモンド

を中心とする「空位期の主教制支持者が，ホッ

ブズの主著［『リヴァイアサン』］をエラストス

主義的で独立派的な［原理の］擁護論と解して

いた」ことを示す点で重要と指摘する
37)
。すな

わち『リヴァイアサン』の議論が，二つの重要

な側面，すなわち世俗的権威が教会統治を制御

すべきとする議論と，（主教権力の弱体化を帰

結する）教会統治におけるフラットな組織原理

を強調する議論とを持つことを，ハモンドたち

主教制支持者たちが看取していたということで

ある。

同書におけるハモンドによるホッブズへの明

示的な反論は，叙任に関する用語の原義と慣行

的理解を確認したあとに開始される
38)
。その主

要な論点は二つある。第一は，聖職者による叙

任行為が，会衆による選挙の追認に過ぎない形

式的行為なのか，あるいは，聖職者が独自に特

定の人物を選任する自律的・専権的・実質的行

為なのかというものであった。ハモンドによれ

ば，

選挙 election と叙任 ordination は，彼［ホッ

ブズ］によっては，一体とみなされている

が，実際は，二つのおよそ関係ない［相互

に独立した］行為なのである
39)
。
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34）ハモンドが取り上げる六つの論点は，具体的には

次のものである。第一の論点は，「聖書において必

ずしも明示的に記述されていない［ものごとに関す

る］いくつかの争点に決着をつける方法について」，

第二の論点は，「自分の妻の姉妹と結婚すること」，

第三の論点は，「一夫多妻制もしくは離婚について」，

第四の論点は，「幼児洗礼について」，第五の論点は，

「叙任のための按手礼について」，そして第六の論

点は，「クリスマスの祝日やその他の教会祝祭行事

の順守について」である。

ODNBによれば，本書の刊行後に，特に第四の論

点をめぐって，長老派のダニエル・カウドレー

（Daniel Cawdrey, 1588-1664）やヘンリ・ジーンズ

（Henry Jeanes, 1611-1662），そして洗礼派のジョ

ン・トンブス（John Tombes, c. 1603-1676）などと

の論争が行われた。

なお，この著作からの引用は，Hammond（1653

[1652]）とHammond（1674）から行い，前者につい

ては頁番号と節番号を，後者については頁番号のみ

を併記する。

35）‘Ordination¬, in OER, pp. 177-179.

36）Greaves (1970), pp. 225-226. エリザベス一世のも

とで公布された『三十九箇条』の第 25条では，「主

イエス・キリスト」が福音において定めた秘蹟は，

洗礼と主の聖餐のみであり，通常には秘蹟の一つと

みなされている叙任は，ここで言う秘蹟に該当しな

い。この点からもハリントンの議論が，エリザベス

治下の政策を念頭に立論されている可能性を指摘す

ることができる。

37）Collins (2005), p. 261.

38）具体的には Hammond (1653 [1652]), p. 384, §

102 ; Hammond (1674), p. 522.

39 ）Hammond ( 1653 [ 1652 ] ), p. 385, § 103 ;

Hammond (1674), p. 523. 一連のホッブズ批判を展

開するハモンドは，聖書を唯一の典拠としているが，

本稿の論点に関連する別の側面をハモンドは有して

いた。それは，イングランドにおけるグロティス解

釈者およびその理論の擁護者としての顔である

（Hammond (1655), Hammond (1657)）。

しかしながら大変興味深いのは，ハモンドと立場

を異にする同時代の政論家もまたグロティスを典拠

としつつ，主教制や叙任に関する自説を開陳してい

る事実である。この点について，Barducci（2013a）

は，グロティウスを典拠としつつ，そこから主教制

と聖職叙任の独自性の双方に否定的な見解を引き出

すホッブズ・ハリントン型解釈と，それらに好意的

な見解を引き出すバークスデイル・ハモンド型の二

つの解釈類型の存在を指摘する（ibid., p. 77）。この

点については，本稿第Ⅲ章以降で詳論する。



すなわち，ホッブズは会衆による選挙が実質的

に重要であって，叙任はその付随的行為に過ぎ

ないと解するのに対して，ハモンドは，叙任こ

そが，選挙と明確に区別される重要な行為と解

する。以上のような言明で反論を開始するハモ

ンドは，ホッブズが自らの見解を引き出した聖

書解釈そのものを逐条的に論駁していくのであ

る。

ハモンドは，上記の論点を扱うにあたって，

ホッブズが依拠する聖書の記述，例えば，『使徒

行伝』第６章第１項以下の記述を取り上げる
40)
。

その頃，弟子たちが増えてきたので，ギリ

シア語を話すユダヤ人から，ヘブライ語を

話すユダヤ人に対して，自分たちの方の寡

婦たちが，毎日の援助で看過されていると

いう苦情が出た。そこで十二人は弟子たち

の全会衆を呼び集めて言った，「私たちが

神の言葉を放っておいて，食事の奉仕をす

るのは好ましくない。そこで兄弟たちよ，

霊と知恵とに満ちた評判の良い人々を七人

探し出してもらいたい。その人たちをこの

役に任じよう。他方，私たちは祈りと御言

葉の奉仕に専念しよう」。この言葉は会衆

一同の賛成を得た。そして彼らは，信仰と

聖霊に満ちた人ステファノ，それからフィ

リポス［など］……を選び出して，使徒た

ちの前に立たせた。すると彼らは祈って彼

らの上に両手を置いた
41)
。

このエピソードは，ホッブズの解釈とは正反対

に，選挙と叙任とが独立した行為であること，

つまり後者を独占的に担う聖職者の積極的な役

割が明記されている事例と解すべきとハモンド

は強調する。すなわち，ハモンドによれば，こ

のエピソードが真に示すのは，

その［七人の］人々の選出は，使徒たちに

よって，弟子たちからなる会衆に［代理的

に］許された行為であった。しかし……叙

任行為そのもの［最終的な決定権］は，使

徒たちに保持されたままであった
42)

ということである。つまり，

全ての人々に理解されている叙任 ordina-

tion という言葉の端的な意味は，任命し手

を置くこと constituting and imposition of

hands であるが，その行為は使徒たちに独

占的に与えられているのに対して，一定の

制約下において特定の人物を選挙する行為

だけが，使徒たちによって，弟子たちから

なる会衆に［代行的に］許されただけなの

である
43)
。

ハモンドの解釈では，使徒たちが常に主導権を

握り，その裁量の下で，弟子たち（一般信徒）

が適任者を推薦しただけであって，使徒たちが

実際に彼らを任命するかどうか，つまり，弟子

たちの決定を追認するかどうかは，彼らが自由

に決断できるのであった。

そこからハモンドは，第二のホッブズ批判を

引き出す。それは，教会統治に関する実際の方

針決定を担うべきは，会衆ではなく，使徒とそ

の後継者たる長老という事実をホッブズが無視

している点に対してである
44)
。この側面からの

ハモンドの議論も，彼による第一の批判と同様

に，聖職者の独立性と自律性とを結論付けるも

のであった。

ハモンドは，聖書における叙任，任命などの
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40）それ以外にも，『使徒行伝』第１章第 26節のマティ

アの十二使徒への追加的任命，同じく第 13章第２

節のバルナバとサウロの宣教師への任命，同じく第

20章第 28節のエフェソの長老たちに自らの使命の

自覚を求める話，『テモテへの手紙一』第４章第 14

節などに言及しつつ，ハモンドはホッブズ説に反駁

する。

41）新約聖書翻訳委員会（2004），404-405頁。

42）Hammond (1653 [1652]), p. 386, § 104 ; Ham-

mond (1674), p. 523.

43）Hammond (1653 [1652]), pp. 386-387, § 104 ;

Hammond (1674), p. 523.

44）ハイドも同様の点を批判している（Hyde (1676),

p. 272）。



用語の原義の確認とその慣行的理解を元に，

ホッブズ批判を行った。そして彼らの解釈は相

対立するものの両者は共に，聖職者の政治関与

の可能性を検討する際には，英国国教会体制を

支える使徒伝承と叙任に関する評価がカギとみ

なす点では一致していたのである。

ハモンドによるホッブズ批判が世に問われて

から約五年後に，その解釈もまた批判にさらさ

れる。その批判者とは，本稿が主題とする

ジェームス・ハリントンである。
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